
大規模養鶏場建設反対請願に対して討論

一般質問 1平成 25 年　6 月定例会多 古 を町 問政 う

来
年
度
開
園
の
こ
ど
も
園
で
す

が
、
保
護
者
の
方
々
に
対
し
て
の

今
後
の
説
明
会
の
実
施
時
期
や
内
容
、
募

集
時
期
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

こ
ど
も
園
組
織
運
営
等
検
討
会

議
で
詳
細
に
検
討
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
、
募
集
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
例

年
よ
り
も
早
目
に
進
め
る
べ
き
と
の
意
見

も
あ
り
、
８
月
頃
ま
で
に
は
決
定
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

送
迎
バ
ス
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
今
後

の
実
施
予
定
と
、
全
ル
ー
ト
決
定

ま
で
の
流
れ
を
伺
い
ま
す
。

園
バ
ス
の
利
用
対
象
と
な
る
２

歳
児
か
ら
４
歳
児
ま
で
（
約

２
８
０
名
）
の
保
護
者
を
対
象
に
、
入
園

希
望
を
含
め
バ
ス
の
利
用
希
望
を
伺
う
予

定
で
す
。
実
施
時
期
は
７
月
頃
を
予
定

し
、
こ
の
調
査
で
人
数
や
住
所
地
を
概
ね

特
定
し
、
送
迎
ル
ー
ト
の
検
討
を
行
い
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。（
バ
ス
を
利
用
す

る
）
園
児
の
疲
労
が
極
力
抑
え
ら
れ
る
よ

う
、
乗
車
時
間
に
配
慮
し
な
が
ら
ル
ー
ト

を
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
立
幼
稚
園
に
通
園
さ
せ
て
い
る

方
も
増
え
て
い
ま
す
が
、
本
町
の

幼
稚
園
奨
励
補
助
金
に
つ
い
て
の
対
応
を

伺
い
ま
す
。

幼
稚
園
教
育
は
全
て
町

で
対
応
で
き
る
体
制
が

整
っ
て
い
る
の
で
、
あ
く
ま
で
も
町
内
の

幼
稚
園
に
就
園
し
て
い
る
お
子
さ
ん
を
対

象
に
、
就
園
奨
励
費
の
事
業
と
し
て
減
免

の
規
則
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

毎
年
６
月
に
、
町
内
の
幼
稚
園
児
の

保
護
者
の
方
に
制
度
を
周
知
す
る
文
書
を

配
布
し
て
い
ま
す
。

率
的
に
開
催
で
き
る
よ
う
努
力
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

来
年
度
は
各
保
育
所
、
幼
稚
園
が

空
き
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
施
設

を
利
用
し
て
介
護
予
防
教
室
を
開
催
す
る

考
え
は
あ
り
ま
す
か
。

（
空
き
施
設
利
用
の
）
要
望
は

多
岐
に
わ
た
る
と
思
い
ま
す

の
で
、
で
き
る
も
の
か
ら
成
果
を
上
げ
て

い
け
る
よ
う
、
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。総

合
計
画
書
の
中
に
も
『
町
民
と

の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
』
の
文
字

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
町
長
は
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に

お
考
え
で
す
か
。

要
望
だ
け
で
は
解
決
で
き
な

い
も
の
に
住
民
の
方
に
も
自

発
的
に
係
わ
っ
て
い
た
だ
き
、「
N
P
O

な
ど
と
一
緒
に
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
提
唱

し
て
い
ま
す
。（
現
在
は
）
そ
れ
が
機
能

し
て
き
て
い
ま
す
の
で
、（
今
後
も
）
そ

こ
を
拡
充
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

送
迎
バ
ス
の
ル
ー
ト
決
定
は

乗
車
時
間
に
配
慮
し
ル
ー
ト
を
検
討
し
ま
す

所要時間 60分
問

問

健
康
寿
命
の
促
進
は
医
療
費
の
削

減
に
も
つ
な
が
り
、
介
護
予
防
教

室
は
介
護
保
険
（
給
付
費
）
の
増
加
を
抑

え
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
現
在
の
実
施

状
況
と
、
こ
れ
か
ら
の
町
の
方
針
を
伺
い

ま
す
。

要
介
護
に
な
る
お
そ
れ
の
あ

る
方
を
対
象
と
し
た
２
次
予

防
事
業
と
、（
現
時
点
で
は
）
特
に
健
康

に
心
配
は
な
い
が
、
介
護
予
防
を
行
う
１

次
予
防
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
１
次
予

防
は
参
加
者
が
定
員
を
上
回
る
人
気
で
、

今
後
も
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。保

健
セ
ン
タ
ー
や
、
わ
ぁ
ー
か

ち
ぃ
ー
と
ま
で
は
行
け
な
く
て

も
、
地
区
で
開
催
し
て
い
れ
ば
参
加
で
き

る
と
い
う
高
齢
者
の
方
は
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
町
長
は
ど
の
よ

う
に
お
考
え
で
す
か
。

今
進
め
て
い
る
状
況
の
中
で

精
査
を
し
な
が
ら
、
今
後
も
効

町 

長

町 

長
町 

長

町 

長
町 

長

町 

長

問問

問問

学
校
教
育
課
長

菅澤 環 議員

介
護
予
防
教
室
の
拡
充
を

問答幼
稚
園
奨
励
補
助
金
の

対
応
は

問

給食おいしいね。園庭で育てた野菜を
使っています。（北保育所）

賛成…○　反対…×　欠席…欠　退席…退

議案
番号

件名と主な内容
　（件名は一部省略しています）

議席番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 議長

議
決
結
果

髙
坂
恭
子

鎌
形
邦
雄

勝
又
一
徳

山
口
　
清

木
川
広
昭

那
須
保
秋

菅
澤
　
環

土
井
秀
敏

菅
澤
昌
則

土
井
清
司

石
渡
悦
子

椎
名
義
光

加
瀬
芳
廣

所
　
一
重

議案
第１号

契約の締結（道路改良工事）…町道飯笹・西古内線（飯笹外）の道路改
良工事に伴う交差点改良工事に係る費用１億 1,340 万円の契約締結に関
し議決を求めるもの。　落札者　鎌形建設株式会社（多古町多古）

可決
賛 13・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

2

契約の締結（道路改良工事（その２））…町道飯笹・西古内線（本線部分 
の交差点～高津原地先）の道路改良工事に伴う交差点改良工事に係る費
用１億 5,855 万円の契約締結に関し議決を求めるもの。　落札者　安藤
建設株式会社（多古町多古）

可決
賛 13・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

請願
第 3 号

養鶏場建設計画反対に関する請願書…自然環境の悪化や鳥インフルエン
ザの発生等が危惧されることから、建設を取りやめるよう関係行政庁に
意見書の提出を求めるもの。　　 請願者　北中東部区長　東海林　幸男

採択
賛 7・否 6

× ○ × ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ × －

発議案
第 5 号

養鶏場建設計画反対に関する意見書…請願第 3 号の採択を踏まえ、その
主旨に沿い関係行政庁に意見書の提出を行うもの。

発議者　菅澤　環他 3 名

可決
賛 13・否 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

（議長は採決に加わりません）審議結果〈8月臨時会〉

賛成討論
椎名義光 議員

　本案件については、様々な角
度の方から意見を伺い審議され
たと思います。
　今回、地元関係者の方々から
出された請願は、信頼性の高い
ものです。
　住民の声は重視しなければな
らないと思います。住民は、良
い環境で住み続けるという権利
を持っています。それを阻害す
る者が現れた時、それを排除す
る権利を持っています。

反対討論
那須保秋 議員

　町の対外的見解は中立です。
私も中立ですが、条件付き賛成
です。周辺住民の心配を払拭す
るべきです。公害は非常に少な
いということですが、管理する
者の怠慢で事故は起こるものと
思います。自主財源の少ない町
にとって１億円という税収は大
変な魅力です。養鶏場周辺の環
境整備を第一に考え、残りは福
祉に特化した財源として使うべ
きだと思います。

賛成討論
鎌形邦雄 議員

　（増収など）今後の町の状況を
考えなければならないと思いま
すが、香取市（旧山田町）の農
場周辺住民から聴き取りしたと
ころ、埃や臭いがあり迷惑して
いるとのことでした。実際に現
地を確認してみると、汚れた水
が流され異臭が発生していまし
た。そこでは20万羽、多古町
では280万羽です。私は地元の
大多数の方が反対していること
から、建設を反対するものです。

反対討論
加瀬芳廣 議員

　地元の方が反対されているの
は主に、鳥インフルエンザ、排
水、道路等の問題だと思います。
中国で鳥インフルエンザが発生
した要因の１つは、成鳥が生き
たまま販売されていたから、と
のことです。排水問題について
は、地域の方の同意を得てから
と聞いています。また、道路に
ついても西玉線の延長から進入
路を造るとのことで、問題は無
いと考えます。

養
鶏
場
建
設

反
対
請
願
を
採
択

賛
成
多
数
（
賛
7
・
否
6
）
で
採
択

8月臨時会　
8
月
2
日
に
臨
時
議
会
を
開
き
、
契
約
の
締
結
2
件
は
全
員
賛

成
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
ま
た
、
6
月
定
例
会
の
文

教
産
業
建
設
常
任
委
員
会
で
継
続
審
査
す
る
こ
と
と
し
た
、
北
中

東
部
地
先
に
お
け
る
大
規
模
養
鶏
場
建
設
計
画
反
対
の
請
願
書
に

つ
い
て
は
、
議
員
全
員
で
次
の
と
お
り
意
見
聴
取
等
を
行
い
ま
し

た
。
7
月
29
日
に
開
か
れ
た
同
委
員
会
で
の
採
択
を
受
け
、
今
臨

時
会
で
審
議
し
賛
成
多
数
（
賛
7
・
否
6
）
で
採
択
し
ま
し
た
。

意
見
書
は
議
長
名
で
知
事
へ
提
出
し
ま
し
た
。

5月31日	 養鶏場建設反対の請願書受理
議会での流れ

7月　4日	 請願者より反対理由の意見聴取

6月17日	 	文教産業建設常任委員会で継続審査
とする

7月16日	 町の考えについて聴取

6月10日	 養鶏場誘致を求める嘆願書受理

7月10日	 	（株）クレストより事業計画等詳細な
内容を聴取

6月21日	 都市計画課長より経緯を聴取

7月29日	 嘆願者から誘致理由の意見聴取
	 	同日、文教産業建設常任委員会で採

択（賛4・否3）
8月2日	 臨時会で請願書を採択
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